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令和 5年 5月 18 日 

 

令和５年度 防除清掃事業における労務費等について 

 

公益財団法人海と渚環境美化・油濁対策機構 

 

漁場油濁被害救済にかかる防除清掃事業における労務費及び漁船用船費の上限を下記の

とおりとし、令和５年４月１日以降発生の油濁被害に適用します。 

 

記 

１．労務費（１時間当たり） 

 令和５年度 前年度 

労 務 費 １，８００円 同 左 

なお、著しい危険もしくは汚染を伴う作業、または高度の技能もしくは肉体的労働を要す

ると認められる作業に係る労務費については、最高１時間当り１１０円までの金額をこれ

に付加し得るものとする。 

 

２．漁船用船費（１日当たり） 

漁船トン数 令和５年度 前年度 増 減 

１ｔ未満船 ２３，８００円 ２１，３００円 ＋２，５００円 

１ｔ～３ｔ未満船 ２９，７００円 ２６，６００円 ＋３，１００円 

３ｔ～５ｔ未満船 ５５，２００円 ５２，２００円 ＋３，０００円 

５ｔ以上船 ９９，３００円 ９９，３００円 ±０円 

（４時間以下は半額） 

 

防除清掃事業については下記をご参照ください 

https://www.umitonagisa.or.jp/jigyou/#yudaku 

 

以上 


